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国登録有形文化財の登録と
地域交流の場としてのCITY FARM

特 集
02　　旧芦屋市営宮塚町住宅

　　　　国登録有形文化財の登録と

　　　　地域交流の場としての CITY FARM

05　　ピックアップニュース

06　    あしやインフォメーション

08　　イベント

10　    くらし・市民のひろば　

14　    子ども・子育て　　

15　    生活・健康

16　　おでかけカレンダー

職員のパワーハラスメント行為のお詫びと再発防止への取り組み
　令和２年６月、本市におけるパワーハラスメントに関する報道がなさ
れたことを受け、芦屋市ハラスメント調査委員会を設置し、事実関係に
ついて調査を行なった結果、本市職員によるパワーハラスメント行為が
あったと認定されました。この結果を受け、行為者である職員に対して８
月７日付けで懲戒処分を行ないました。
　調査報告書において、ハラスメントに対する職員の理解不足及び本市
のハラスメントの申し出に関するシステムの不備について指摘がござい

ましたので、研修受講の徹底、相談や処理にかかる体制の見直しを含めた
ハラスメント指針の改定に早急に着手してまいります。
　この度は本事案により、市政運営に大きな混乱を招いたこと、市政に対
する市民の皆さまからの信頼を損なったことにつきまして、深くお詫び
申し上げるとともに、この結果を重く受け止め、再発防止に向け、全力で
取り組んでまいります。

芦屋市長　いとう　まい

人事課　☎38-2019


